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夏季休業中の子どもの見守りについてのお願い 

 

 盛夏の候 保護者の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は本校の教育

活動に何かとご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。 

 いよいよ７月２１日より夏休みが始まります。長期間、ご自宅や地域で過ごすことが多くなります。特に

今日、中学生を取り巻く環境は複雑で多様化し、お子様一人では対処できないことが多々考えられます。 

 つきましては、以下の項目につきまして保護者、ご家族の皆様にはお力添えをいただき、楽しく充実した

日々が過ごせますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。なお、夏季休業期間のお子様の事故や問題

行動発生等につきましては山科中【℡ 594-1151】及び関係機関【山科警察署等】までご連絡、相談いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

 

■生活・学習・家庭での役割について 

ア 規則正しい生活や学習・運動・遊びの調和、十分な栄養・休養・睡眠等を心掛けるようにしてください。

～「早寝・早起き・朝ごはん」～ 

イ 自らが工夫して学習計画を立てさせ、学習課題に継続的に取り組み、最後までやり遂げるようにさせてく

ださい。また、授業等でわからないと感じた点を、担任や教科担当教員に相談したり、ＩＣＴ機器を活用

して復習する等、夏季休業期間中に克服するよう取り組ませるようにしてください。 

ウ 長期休業を機会に家庭内で進路について話し合う時間を持つようにしてください。 

エ 家庭での過ごし方やルール等について家庭内で話し合い、家族の一員としての自覚や関係を深めるよう

にしてください。 

 

■外出時について 

ア 危険な場所に行ったり、危ない遊びは絶対にさせないようにしてください。 

イ 新型コロナウイルス感染防止を徹底させるようにしてください。 

ウ 熱中症対策を含め、生徒の活動の様態に踏まえたマスクの着脱等をさせるようにさせてください。 

エ 交通事故やレジャー等での遭難・水難事故等にあわないよう注意させてください。 

オ 犯罪に巻き込まれたり、被害にあわないよう注意してください。万一の場合は警察への相談をお願いし

ます。 

 

■スマートフォン、ＧＩＧＡ端末等の情報機器について 

ア ＳＮＳ等によるトラブルが増えています。適切に利用すると共に人を傷つけたり、嫌な思いをさせる書

き込み等は絶対にさせないようにしてください。 

イ ネットトラブルに巻き込まれないように注意させてください。不適切な画像を送らない、詐欺、違法ダ

ウンロード、出会い系サイト利用等は絶対にさせないでください。 

ウ スマートフォン・タブレット・ゲーム機等を適切に利用するためにも、モラル等利用ルールについて家

庭で話し合い、必要に応じてフィルタリング等を設定し、安全を確保してください。 

エ 家庭でのＧＩＧＡ端末の活用についても確認いただき、ルールを守らせるようにしてください。 

 

■問題行動等について 

ア 大麻・薬物・喫煙・飲酒等は、勧められても絶対に断る勇気と自分を守る強い意志を持つようにご指導

ください。 

イ 窃盗・無免許運転等の違法行為や危険な場所への出入り、火遊び・エアガン等の

危険な遊び、無駄遣いや賭け事等は絶対にさせないようにしてください。 

 

■地域での迷惑行為、危険行為について 

公園等ではマナーを守ると共に、地域での迷惑行為等や道路で遊ぶ等の危険行為は

させないようにしてください。 


